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・協会単価を用いているものの、県や国基準となるよ
うな積算基準でないことから、見積に準じるものとし
て、最低制限価格の設定は行っていない。

　1　審議案件　抽出案件　（4）緊急第12号取水井ポンプ交換業務

・予定価格と比較すると積算が過大であると思う
が、どうか。

・協会単価を用いているので、積算として過大である
とは言い切れないと考えている。作業量に合わせた積
算をしているので、その点でも問題ないと考えてい
る。

・請負率はかなり低いが、業者は予定価格を知っ
ていたのか。

・業者は予定価格を知らなかった。また、緊急業務であ
るため、緊急で対応できるかを確認したうえで依頼し
ている。依頼後積算した結果、予定価格よりかなり低
いものとなった。

・業者のヒアリングしたところ、外構工事の業種で登録
しているが手摺は専門外である。また、発注時期に複
数の業務を抱えており、対応が困難であるとのことで
あった。

・対象業者数が19者に対して応札者が1者しかな
いのは、何か理由があるか。

・建築工事のように応札者が少ないと予測できる
なら、例えば設計業務をまとめて発注するなどの
工夫をされた点はあるか。

・積算は国の基準を準用しているか。 ・お見込みのとおり。

・9月補正予算措置で予算化された事業であり、補正
予算成立後、すぐに事業に取りかかったが、この時期
の発注となった。

・この案件で2者しか応札がないのはなぜか。

・年度当初に入札することはできなかったのか。

・できるだけまとめていきたいと考えているが、案件
が少ないためまとめにくいのが現状となっている。

質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

　1　審議案件　抽出案件　（１）大瀬ふれあい公園階段手摺及び柵改修工事

　1　審議案件　抽出案件　（2）介護老人保健施設やすらぎの杜優楽給湯温水器更新設計業務

・業者にヒアリングしたところ、人件費、諸経費、利益を
上乗せした形で入札しており、会社としては赤字にな
らない範囲でできる限り低い価格で入札している。

・業者にヒアリングしたところ、機械設備設計の入札
は、民間の下請工事の比率が高く、人不足である。ま
た、契約金額の高い案件を優先的に入札している。
・過去5年分の機械設備設計を比較してところ、全体的
に入札数が少ない傾向がある。

　1　審議案件　抽出案件　（3）令和5年度取水井浚渫業務

　  発注工事等に係る契約方式別一覧表

・令和４年１２月1日から令和５年５月３１日までの期間
で契約した各方式別の件数及び発注工事等に係る契
約方式別一覧表の中から当委員会で審議対象とする
抽出事案の選定方法について事務局より説明をした。

・協会単価より積算を行っているが、最低制限は
設定しないでよいのか。

・落札率が低いが、なぜこんなに低いと考えれる
か。



質　　　　　　　　　　問 回　　　　　　　　　　　答

・なぜ請負率がかなり低いのか。

　２　報告案件　（2）入札参加停止措置の運用状況

・令和４年12月1日から令和５年５月３１日までの期
間で契約された各方式別の件数、予定価格、契約金
額、落札率の集計及び前年同期間の対比について、
事務局より説明した。

・労務単価はどうか。 ・国基準の積算により算出されているので、適切なも
のであると考えている。

　来年２月頃を予定

　運営要領第３条第２号の規定に基づき、田中委員に
決定した。

　３　当番委員（事案の抽出）の指名

　３　次回開催日程について

　1　審議案件　抽出案件　（5）令和5年度水道施設敷地内除草剪定業務

　２　報告案件　（1）発注工事等総括表について

・利益を追求しないシルバー人材センターが請負して
いるので、民間より単価が低いためであると考えてい
る。

　令和４年１２月１日から令和５年５月３１日までの期
間に完成した案件について報告した。

　２　報告案件　（３）建設工事における設計変更の状況

・令和４年12月１日から令和５年５月３１日までの入
札参加停止措置を行った状況について報告した。

　３　　入札参加停止措置要領の改正について（令和５年６月１日施行）

・奈良県建設工事等請負契約に係る入札参加停止措
置要領、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加
停止措置要領に準拠した形で改正を行ったことを報
告した。

　３　　参加意思確認型随意契約制度について

・随意契約のさらなる公正性・公平性・透明性確保の
ため、参加意思確認型随意契約制度の運用を令和6
年1月から行う予定であることを報告した。

・令和４年１２月1日から令和５年５月３１日における
不調・不落、1者入札の状況について、報告した。

　２　報告案件　（４）不調・不落、1者入札の状況

・入札参加資格を生駒市内に本店又は支店を有する
者に奈良県内に本店を有するものを追加したことを
報告した。

　３　その他　　電気工事にかかる一般競争入札に参加するための基準の一部改正について


